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Ⅰ見直しの背景tポイント  

見直しの背景  

近年の介護一福祉ニーズの多様化・高度化に対応し、人材の確保】資質の向上  
を図ることが求められている。   

介護保険制度の導入や障害者自立支援法の  
制定等により、認知症の介護など従来の身体  

サービスヘの対  介護にとどまらない新たな介 

応が求められている。   

利用者がサービスを選択できる制度を導入した  

ことに伴い、サービスの利用支援、成年後見、権  

等の新しい相 援助の業務が拡大してき  

ている。   



Ⅱ 定義規定の見直し  

改正案   現 行   

専門的知識・技術をもって、心身の状況   専門的知識・技術をもって、入浴、排せつ、   
に応じた介護等を行うことを業とする者   その他の介護等を行うことを業とする者  



Ⅲ 義務規定の見直し ①介護福祉士  

改正案  現行   

◆綿実義務   

「その担当する者が催ぃ、び三∴尊厳を保持し、その有する能力及び適生   
に応じ自立し7ニヒ、、j萬生活を営むことかてきるよう、常にその者の立日   

に立って、誠実にその業務を行わなければならない。   

◆信用失墜行為の禁止   ◆信用失墜行為の禁止  

◆秘密保持義務   ◆秘密保持義務   

◆連携   ◆連携   

「その担当する者に、認知症であること等の心身の状況その他の   「医師その他の医療  

躾況に応じて、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービス   関係者との連携を保た  

その他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サⅦビ   なければならない。」  

スを提供する者又は医師その他の保健医療サ叩ビスを提鋲する恵   
その他の関係者との連携を保たなければならない。」   

◆糞箕向土の量遼   
を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応する   

関する知識及ひ技能の向上に努めなければなら   
ない   

◆名称の使用制限  ◆名称の使用制限  



Ⅲ 義務規定の見直し ②社会福祉士  

改正案   現 行   

◆綿実義務   
「その担当する者が個人ゴJ尊厳 を保持し、その有する能力及び適性   
に応じ自立し、プ∴自席生活を営む」Jとかてきるよう、常にその者の立場   

に立って、誠実にその業務を行わなければならない。」   

◆信用失墜行為の禁止   ◆信用失墜行為の禁止  

◆秘密保持義務   ◆秘密保持義務  

◆連携   ◆連携  
「その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療   「医師その他の医療  

サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、   関係者との連携を保た  

地域に即した創意と工夫を行しy之⊇⊥福祉サ脚－ビスを提供する者   なければならない。」  

又は医師その他の保健医療サ咽ゼスを提供する者その他の関係者   
との連携を保たなければならない。」   

◆豊里向土の羞遵   
「社会福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応   
するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければ   
ならない。」   

◆名称の使用制限  ◆名称の使用制限  



Ⅳ 資格取得方法の見直し ①介護福祉士  

資質の向上を図るため、す、彗ての者はT、∵宥軍勢亭ブロ幸こ諷を経た後に国家  
議韓を受騒するかう醇て一、資格取得方法を触蒐化する。  

養成施設ルート  福祉系高校ルート  実務経験ルート  

；国家試験なし  
…‖‾‖……  

す  

国 家 試 験  

養成施設2年以上   

（1，650時間）  

福祉系高校  

（1，190時間）  

実務経験  

3年以上  

（409校   

487課程）  

（187校）  

国 家 試 験   

福祉系高校  

（1，800時間程度）  

養成施設6月以上  

（600時間程度）  

／  

l  

r【参考】現行の資格取得者数等の状況  

平成18年度資格取得者   これまでの資格取得者数の累計   

養成施設ルー   約2．0万人（約25％）   約20．6万人（約37％）   

福祉系高校ルー  約0．5万人（約5％）   
約34．2万人（約63％）  

実務経軌レー  約5．6万人（約70％）  

台計  ∃ 鰍0万人   約54．8万人  

＊平成18年の国家試験の状況   

受験者数 約13．0万人   

合格者数 約 6．1万人  
（合格率約47％）  
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一－－－－－t■－t－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－－－－－t－t－－－－－－－－t－－－－－t－－一一－－－－－－t－－－－－－－－－－－t－－－一－－－－－－－－－－－－t－■  

○養成施設の卒業者は、＿改正前の制度の下では介護福祉士の資格を取得できた者であった、、～   
ことを踏まえた経過的配慮  

○養成施設の卒業者は国家試験を経ることなく介護福祉士の資格を取得することができる  

現行制度を前提として、フィリピンとの間の経済連携協定の中でその受入が盛り込まれている  

こととの整合の確保  
、 － －－ － － － ■－・・－ － － － － － － － －－ － t － － ■－ ●－ 一■ ▼ ▼ ■ ■ ■■ t■ ■ ■ t － t － ■ 一 － ■  

【現行】  

■ ■ ■ t ■ － ■ － ■ ■ ■ ■ － ■ 一 － ■ ■ ■ ■ ■ － － ● － － － － － －－－ － － － － － － －－ － － － － － － － － － －－ － － ▼ ■ ■ ■ ● ■ 一 ■ －－■■ ■ ■ ■ ■ ■ ▼■ ■ ■ ■ ■ 一   

【改正案】  

准介護福祉士   

（当分の間）  

（新）介護福祉士  

〝州〝ノ′ルー〟′〆  
l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

I  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

I  

1  

1  

1  

1  

1  
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介護福祉士となるように  

努めなけれはならない旨を  

法律上規定   

叫〝ノ・Ⅵハ 
l  

l 国家試験の合格を評価：  

国家試験  現行よりも充実された  

養成課程の修了を評価  
→ 様々な介護サービス   

の担い手の一員として   

介護現場で働きながら、   
介護福祉士を目指して   

もらう仕組み  
1，800時間程度  



【現行】  【改正案】  

＋  
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■ ■ － ● － － －－ ■ ■ － ● － － － － ■ ■－ － ■ ，t－－ －－ － － － － － － － － 一 一 一 →－ － －－ － － － －一 一 蠣 － － 一 － － － － － － －－ －→－ － － －・－ － －－－ － － － － － － － －－ － － － － －－ － － － － － － － 一← －－ － 一 一 － － －1－ －－ － － －1－ 一 一 － ■ ■ ■ ■■ － ■ ■ ■ ■ ■t ■ －  

…＊ 通信課程等を認め、働きながら学ぶ者の負担軽減に配慮する。   
■ ■ t 一 一 一 － － ■ ■ － t － 一 一 － － － ■ ▼ － － － － － － t － － － － － － － － － － － 一 一 －－ － － － － － － －－ － － － － － － － － － － － － 一 一 － － － － － － － － 一 一 － － － 一 一 － － － － － － － － － － － － － － － －－ 一 一 － － － － － － － － － － － 一 － － － － － － － － ■ ■ ■ － ■ － －  

新しい教育力リキュラム実施（省令）  

平成20年度 L 平成21年度    平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度   
ミ）レこ汚職  

養成施設ルート  
ー   

ト8（カ時司考量度  
ま  

L   
l，800時間程度  

ホ験  
L   

■－－－＝一  芸  

＊現行カリキュラムで  

最長の4年制大学に  
入学した者の期待権  1．8（沿時間程度  

への配慮   

i＝九沌葡苛  

福祉系高校ルート  1．8∝l時間程度  国家芸 

1190時間手呈度  瑚壷  ＋実務9月国 

平成21年度から、  車成25年度入学者まで  時限措置 

実務経貞操ルート   実務3年  ＋6∝）時間程度   

／  福祉系高校の教育内容に新た   

r  軌キの孝曙ナ‥キュう∠、   
課程  

に基準を課し、文部科学大  

臣・厚生労働大臣が指導監督  l  新しい教育力リキュラム  
験  



Ⅳ 資格取得方法の見直し ②社会福祉士  

福祉現場における義ゝ 

黍浅の男運掟を行う。  
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終審福祉宴せ養成するための資格取得  

福祉系大学等ルート  養成施設ルート  行政職ルート  

［
甘
㈲
］
 
 

国 家 試 験  

養成施設1年以上  児童福祉司等  

見
直
し
案
 
 

／  

l  

：【参考】現行の資格取得者数等の状況  

平成18年度資格取得者   

福祉系大学等ルート  約0．8万人（約65％）   
一般養成施設ルート  約0．4万人（約35％）  

行政職ルート  1   43人（約0％）  

合計   ト 約1．2万人   

＊平成18年の国家試験の状況  
受験者数 約4．4万人   

合格者数 約1．2万人  

（合格率約28％）  
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Ⅴ社会福祉士の任用・活用の促進  

A社会福祉主事から社会福祉士へのステップアップ  

社会福組主事養成課程を修了後、2年以上の実務経験を有し6月以上の養成  
課程を経たものに、新たに社会福祉士国家試験の受験資格を付与する。  

（新しい教育力リキュラムの実施に併せ、平成21年4月1日施行）  
－ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ － － － － － － － － －－ － － － － －－－ 一 － － － 一－ － － － － － － －－ － －－－ － － －－ －一 －－ － － －－ － － －－ － － － － － － － － － － － － － － －－ － － －t－ － －－－ － － － － － － ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ － ● 一 一 ■ － － － －－ － － － －■■ ■■ ■ － ■ － ■●■  

I  

；注 社会福祉主事  

l  

： 都道府県等の福祉事務所において、生活保護等に関する業務に従事する職員  
、－－ － －－－－ －－－ －－ － t －－－－ － － －－ －－－－ － －t－一－ －－ －－－ －t－－－－－－－－－－－－ －－－－－－ －－ －－－－－－－一一t－－－－－－－－－ －－ －－－－ －－－－■■ ■ ■ ■－一●－－－■■－■■－－●■●－－■－一－ －■ ● ●●－－＿ －  

■ ▼ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 一 ■ ■ ■ － － ■ ● － ■ ■ ■－ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ 一 ■ － ■■■ ■ － ■■ 一 一■ ● － － － － － － － － － －－ － ■■ － － － ■－ － － －－ － ■■ － － － － － － － － 一 － － － － － － 一 一 一 ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ －■ ■ － ■ ● ■■ 一 ■ ■ ■ ■ ■ t － ■  

＊ 児童福祉司については、既に社会福祉士が任用資格として位置付けられている。  
t■－ －－一 － t－ －■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － －t－■ ■ ● －－ － － t ■ ■ ■■1■ ■－ － － － － － － －1－ － － － － －－－ － －－ －－－ ■－－ －－ － － － － － －－－－ t － －－－－ －－－ － －－■－ － － － － － － 一一－ － － － －－－ － － ■－一一■－■ － 一一－■ ■ －■■■ ■ ■－■ － 一 ■ ■ ■■■■ ■ ■  

■－ － ■ t ■ － － － － ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ▼ ■ ■ ■ ■ ■ t － － ■ ■ ■ t 一 － t ■■ ■ ■■ ■■ － ■－ － － － － － － －■ － －－ － － － － － － － －－－ →－ － － － － － － － － －－ － － － －■ － － － t － － － ■－ － － －－ t － － ● ■ ■ ■ ▼ ■ ■ － ■■ ■ ■ ■ ● －－ ■ ■ t■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

注1児童福祉司  1  

1  

1   

1   

1   

1   

1  

1  

1  

1  

I   

I   

l   

1   

1   

1   

1  

1  

1ノ2   

；都道府県等の児童相談所において、児童の福祉に関する相談に応じ、専門的指導等を行う職員 l  

注2 身体障害者福祉司  
；都道府県の身体障害者更生相談所等において、身体障害者に関する専門的指導等を行う職員 l  

注3 知的障害者福祉司  
＼、、都道府県の知的障害者更生相談所等において、知的障害者に関する専門的指導等を行う職員  

、－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一－－一一一－－－－一－－－－－－－－－－一一－－－一一－－－一－－－－－－t－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－一－■■－■■，t■■t，■■一●t－■■l＋■■ －■■－■■▼t一  



Ⅵ 社会保障審 議会福祉部会意見書  
（平成18年12月）における主な指摘への対応状況  

介護福祉士制度の見直し  

改正法案で定義規定・義務規定を見直し  役割、責務等の見直し  

改正法案でそれぞれの資格取得ルートを見直し  

＊具体的な施行期日や福祉系高校ルートの経過措置の適用期  

間については、意見書の趣旨を踏まえ、法案作成段階で決定。  
併せて、法案作成段階で、准介護福祉士の仕組みを創設。  

資格取得方法の見直し  

教育力リキュラム等の見直し  
専門家・実践者による作業チームにおいて、  

現在、検討中  
国家試験の在り方の見直し  

介護技術講習の見直し  

有識者・関係団体による検討の場を早急に  
立ち上げて検討予定  

専門介護福祉士（仮称）の検討  

介護福祉士の教育力リキュラムの見直しの結果を受け、  
介護職員基礎研修の在り方について検討を行い、その  介護職員基礎研修の取扱い  

まえて   



社会福祉士制度の見直し  

役割、責務等の見直し  改正法案で定義規定■義務規定を見直し  

改正法案でそれぞれの資格取得ルートを見直し  

＊具体的な施行期日や経過措置については、意見書の  

趣旨を踏まえ、法案作成段階で決定。  

資格取得方法の見直し  

」
u
．
｛
リ
‥
｛
｝
 
 

教育力リキュラム等の見直し  専門家・実践者による作業チームにおいて、  

本年3月より検討中  国家試験の在り方の見直し  

改正法案で身体障害者福祉司、知的障害者福祉  
司等の任用資格を見直し  

任用1活用の在り方  

介護の担い手の人材確保等  

人材確保指針の見直し  社会保障審議会福祉部会において検討  

介護保険制度等における  

介護福祉士の取扱い  改正法案による介護福祉士制度・社会福祉士制度  

の見直しを踏まえ、今後検討予定  施設長、生活指導員等の  
任用要件の在り方  
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［参考］介護福祉士・社会福祉士制度の現状  

社会福祉士卑び介護福祉士法（昭和62年制定、昭和63年度施行）により創設  
された名称独占の国家資格  
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㌻【参考】参・厚労委における介護保険法等の一部改正法案に対する附帯決議（平成17年6月）  

「介護需要が増大する中で、介護労働の魅力を高め、優秀な人材を介護の職場に確保していくた  
介護労働者の雇用管理や労働条件の改善、研修体系や資格の在り方の見直しに取り組むこと」   




